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第１１章 上 下 水 道 

〔1〕水 道 

1. 概 況 

 宇治市の上水道事業は、昭和25年に給水を開始して以来、今日まで市民の日常生活を支え、都市機

能にとって不可欠な基幹施設となっている。これまで、市勢の発展に伴う人口の急増や生活様式の多

様化などによる水需要の増加に対処するため、過去5回の拡張事業を実施し、浄水場の建設をはじめ

施設拡充整備を実施してきた。第6次拡張事業では、普及率が99%を超えていることから状況に応じた

整備を行っている。 

 近年、人口減少や節水意識の向上、節水機器の普及等により水需要の減少が見込まれるが、地震な

どの自然災害に備えるため、老朽化が進む水道施設の維持管理や更新・耐震化工事を進める必要があ

る。 

このような状況の中、安全な水道水を確実に供給するため、令和3年3月に「宇治市地域水道ビジョ

ン」の次なる事業計画として、令和3年度から令和12年度までを計画期間とする「宇治市水道事業ビ

ジョン・経営戦略」を策定した。また、必要となる財源を確保し、将来にわたり持続可能な水道事業

を運営していくことができるよう、令和4年10月から水道料金を改定した。なお、物価高騰の状況を

踏まえ、市民生活等の負担軽減を目的として水道料金の減免を実施している。 

今後も引き続き水道事業の健全経営に努めるとともに、水道施設の耐震化と更新整備により強靭化

を着実に進め、水道事業を取り巻く環境の変化に柔軟に対応しながら、安全な水道水を確実かつ持続

的に供給していく。 

 

2. 水道事業会計 

(1) 収益的収支（税込み） 

＜収   入＞ 

表11－1                                （単位：千円） 

款・項 令和5年度決算額 令和6年度決算額 

水 道 事 業 収 益 4,268,362   4,298,689   

営 業 収 益 3,590,876   3,589,487   

営 業 外 収 益 677,457   707,736   

特 別 利 益 29   1,466   

 

＜支   出＞ 

表11－2                                （単位：千円） 

款・項 令和5年度決算額 令和6年度決算額 

水 道 事 業 費 用 4,185,491   4,294,224   

営 業 費 用 4,096,840   4,193,685   

営 業 外 費 用 81,557   94,064   

特 別 損 失   7,094   6,475   
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(2) 資本的収支（税込み） 

＜収   入＞ 

表11－3                                （単位：千円） 

款・項 令和5年度決算額 令和6年度決算額 

資 本 的 収 入 1,936,663   2,029,225   

企 業 債 1,493,800   1,580,500   

寄 付 金 20   －   

工 事 負 担 金 158,627   173,880   

補   助   金 36,087 47,859 

出 資 金 248,129   226,986   

 

＜支   出＞ 

表11－4                                （単位：千円） 

款・項 令和5年度決算額 令和6年度決算額 

資 本 的 支 出 2,699,076   2,641,561   

建 設 改 良 費 2,290,996   2,259,261   

企 業 債 償 還 金 408,080   379,740   

その他資本的支出 － 2,560 

 

(3) 起債の状況 

表11－5                                    （単位：円） 

借 入 先 令和5年度末残高 令和6年度借入額 令和6年度償還額 令和6年度末残高 

財務省財政融資資金 2,119,662,585  507,100,000  206,903,084  2,419,859,501  

地 方 公 共 団 体 

金 融 機 構 資 金 
7,607,367,418  643,500,000  154,311,366  8,096,556,052  

そ の 他 資 金 753,300,000  429,900,000  18,526,000  1,164,674,000  

合   計 10,480,330,003  1,580,500,000  379,740,450  11,681,089,553  

 

3. 水道拡張事業 

第6次拡張計画 

  宇治市水道事業第6次拡張計画は、平成4年3月に事業認可を受け、拡張事業を実施してきた。ま

た、平成23年2月には第6次拡張事業の変更認可を受け、平成27年度には上水道事業に笠取簡易水道

事業及び池尾飲料水供給施設事業を統合した。 
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4. 水道施設 

(1) 給水区域        六地蔵、平尾台、羽戸山、明星町、琵琶台、折居台、天神台、神明、 

開町、羽拍子町、南陵町、寺山台及び大久保町の全域並びに木幡、 

五ケ庄、莵道、志津川、槇島町、宇治、白川、広野町、小倉町、 

伊勢田町、安田町、炭山、東笠取、西笠取、二尾及び池尾の一部 

(2) 配水管延長        661,528m（令和7年3月31日現在） 

(3) 配水能力        90,408.8㎥/日（令和7年3月31日現在） 

  ○ 自己水源       宇治浄水場   伏流水   5,000㎥/日 

                       深井戸   15,700㎥/日 

               西小倉浄水場  深井戸   5,000㎥/日 

広野町浄水場  深井戸   2,200㎥/日 

               池尾浄水場   深井戸    8.8㎥/日 

  ○ 受水         京都府営水道  62,500㎥/日 

 

5. 配水量と給水量 

(1) 給水人口       （令和7年3月31日現在） 

  ○ 行政区域内人口     178,893人 

      世 帯     86,236世帯 

      面 積     67.54k㎡ 

○ 給水人口        178,164人 

○ 給水世帯        85,592世帯 

 

(2) 配水量（㎥） 

 （令和5年度） （令和6年度） 

○ 総 配 水 量 19,735,971 19,485,701 

○ 自 己 水 源 6,256,106 6,217,774 

   宇 治 浄 水 場 4,955,727 4,869,286 

   西小倉浄水場 985,473 1,038,499 

   広野町浄水場 312,962 308,503 

   池 尾 浄 水 場 1,944 1,486 

○ 京都府営水道 13,479,865 13,267,927 

○ 1日最大配水量 59,888 59,371 

○ 1日平均配水量 53,923 53,385 

○ 府営水道1日最大受水量 41,414 41,493 

○ 府営水道1日平均受水量 36,830 36,350 
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(3) 給水量（㎥） 

 （令和5年度） （令和6年度） 

○ 総 給 水 量 18,055,682 17,933,250 

 ・家 庭 用 15,723,404 15,564,796 

 ・営 業 用 1,238,809 1,270,511 

 ・官公署団体用 734,652 715,474 

 ・工場事業所用 339,514 365,095 

 ・浴 場 営 業 用 466 493 

 ・臨 時 工 事 用 18,837 16,881 

 

(4) 有収水量（㎥） 

 （令和5年度） （令和6年度） 

○ 総 配 水 量 19,735,971 19,485,701 

○ 有 効 水 量 18,258,794 18,200,867 

 ・有 収 水 量 18,055,686 17,933,250 

 ・無 収 水 量 203,108 267,617 

○ 無 効 水 量 1,477,177 1,284,834 

○ 有  収  率 91.5% 92.0% 

 

6. 水道料金 

(1) 水道使用料調定状況 

表11－7                                        （単位：円、税込み） 

区  分 

用途別 

令和5年度累計 令和6年度累計 

金 額 金 額 

家 庭 用 2,546,984,828 2,513,113,292 

営 業 用 320,206,040 328,912,281 

官 公 署 団 体 用 259,065,498 251,982,255 

工 場 事 業 所 用 129,153,865 138,023,854 

浴 場 営 業 用 63,086 68,269 

臨 時 工 事 用 14,612,783 14,694,549 

合 計 3,270,086,100 3,246,794,500 
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(2) 水道料金表（令和7年4月1日現在） 

  ○ 水道使用料 

表11－8                                               （2か月） 

使用料 

 

 

用途 

基本使用料 

超過使用料（円/㎥） 

1段 2段 3段 4段 

家 庭 用 
㎥ 

0～16 

円 

2,060 

17～40㎥ 

161円 

41～80㎥ 

196円 

81～120㎥ 

208円 

121㎥以上 

227円 

営 業 用 
㎥ 

0～16 

円 

2,060 

17～40㎥ 

161円 

41～80㎥ 

213円 

81～1,000㎥ 

269円 

1,001㎥以上 

280円 

官公署・学校・ 

保育所・団体用 

㎥ 

0～20 

円 

5,460 

21～40㎥ 

241円 

41～200㎥ 

272円 

201～2,000㎥ 

310円 

2,001㎥以上 

349円 

工場・事業所用 
㎥ 

0～20 

円 

5,460 

21～40㎥ 

273円 

41～200㎥ 

325円 

201～2,000㎥ 

350円 

2,001㎥以上 

365円 

浴 場 営 業 用 
㎥ 

0～16 

円 

2,060 

17～40㎥ 

161円 

41㎥以上 

97円 
  

臨 時 工 事 用 
㎥ 

0～20 

円 

7,320 

21㎥以上 

366円 
   

上記の料金表で得た金額に消費税相当額が加算されます（1円未満の端数は切捨て）。 

 

  ○ メーター使用料 

表11－9                                               （2か月） 

口径 13㎜ 20㎜ 25㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜ 125㎜ 150㎜ 

使用料 260円 280円 340円 520円 1,680円 2,460円 3,420円 7,300円 7,400円 

上記のメーター使用料に消費税相当額が加算されます（1円未満の端数は切捨て）。 
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(3) 加入金 

  給水装置の新設又は改造（給水管の呼び径を増径する場合）を行う者から徴収するもので昭和46

年4月から実施している。 

 

○ 加入金の額（税込み） 

表11－10 

給水管の呼び径 
加入金の額 

新設（円） 改 造 

13 ミリメートル 127,600 

新口径による加入金の額と旧口径による加入金の額との

差額（給水管の呼び径を13ミリメートルから20ミリメー

トルに増径する場合は、当該差額の2分の1の額） 

20 ミリメートル 191,400 

25 ミリメートル 415,800 

40 ミリメートル 1,287,000 

50 ミリメートル 2,213,200 

75 ミリメートル 5,995,000 

      100ミリメートル以上のものについては、流量比等を勘案して管理者が別に定める額。 
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〔2〕下水道 

宇治市は、昭和40年代の前半より市街化が急速に進み、人口が急激に増加した結果、汚水の排水

量の増加に伴う生活環境の悪化、河川水路における水質汚濁が深刻な問題となった。このため下水

道の整備を緊急の課題として、昭和43年度に基本計画調査に着手し、昭和45年度に完了、昭和47年

2月26日付で計画決定をして下水道事業を実施している。その概要は、次のとおりである。 

 

1. 公共下水道（汚水）の概要 

宇治市の公共下水道（汚水）は、宇治川を挟んで東側（右岸側）の東宇治処理区と、西側（左岸

側）の洛南処理区に分かれている。 

東宇治処理区は宇治市が単独で行う公共下水道（志津川地区含む）として、東宇治浄化センターで

汚水が処理され、洛南処理区は木津川流域関連公共下水道として、城陽市や八幡市等と同じく京都府

が運営する洛南浄化センターで汚水が処理される。 

 

2. 公共下水道（汚水）事業の現況 

 宇治市では、まず東宇治処理区について昭和53年3月に事業計画の認可を受け、事業に着手した。 

昭和52年度から昭和56年度にかけて処理場の用地を取得し、昭和56年度から東宇治浄化センター及

び管渠の建設事業に取り組んでいる。東宇治浄化センターの建設は日本下水道事業団に委託して行

い、昭和61年8月に六地蔵・木幡地域の一部で供用を開始した。 

供用開始後は管渠建設とりわけ面整備事業の積極的な推進を図ってきた。また、河川・海域等公共

用水域の水質環境基準が定められた地域における下水道整備の上位計画として京都府が策定した「大

阪湾・淀川流域別下水道整備総合計画」により、東宇治浄化センターにおいてもより水質改善につな

がる排水水質目標値が課され、平成21年度からはそれまでの「高級処理」から「高度処理」の導入に

取り組んでいる。 

洛南処理区については、木津川流域関連公共下水道として昭和58年12月に事業計画の認可を受け、

同年より事業に着手し、平成元年11月に一部地域の供用を開始した。 

令和6年度末の下水道整備率は、東宇治処理区が99.6%、洛南処理区が98.8%で、宇治市全体では

99.1%となった。 

今後の事業運営については、公共下水道事業を将来にわたって安定的に事業継続していくための中

長期的な経営計画である宇治市公共下水道事業経営戦略の中間見直しを行い、経営環境の変化に適切

に対応し、より一層の経営基盤の強化を図るとともに、宇治市公共下水道整備・再構築計画に基づ

き、施設の整備及び再構築（改築・修繕）に取り組んでいく。 
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計画概要 

表11－12                                     （令和7年3月31日現在） 

区 分 東宇治処理区 洛南処理区 合 計 

計 画 目 標 年 度 R12  R12  --- 

計画区域面積（ha） 849.1  1,596.1  2,445.2  

計画処理人口（人） 61,778  112,542  174,320  

計画汚水量（㎥/日） 33,000  48,400  81,400  

処

理

施

設 

敷地面積（ ha） 7.2  

木津川流域 

下水道に流入 
--- 

計 画 処 理 能 力 

1日最大（㎥/日） 
33,800  

汚水の排除方式 分 流 式 

処 理 方 法 

凝集剤併用型  

ステップ流入式 

多段硝化脱窒法 

＋ 急 速 ろ 過 

 

3. 公共下水道事業会計 

(1) 収益的収支（税込み） 

＜収   入＞ 

表11－13                                           （単位：千円） 

款・項 令和5年度決算額 令和6年度決算額 

下水道事業収益 5,630,934   5,618,893   

営 業 収 益 3,109,453   3,155,586   

営 業 外 収 益 2,519,480   2,459,696   

特 別 利 益 2,001   3,611   

 

＜支   出＞ 

表11－14                                           （単位：千円） 

款・項 令和5年度決算額 令和6年度決算額 

下水道事業費用 5,504,691   5,496,959   

営 業 費 用 4,934,314   4,949,242   

営 業 外 費 用 561,861   541,505   

特 別 損 失 8,516   6,212   
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(2) 資本的収支（税込み） 

＜収   入＞ 

表11－15                                           （単位：千円） 

款・項 令和5年度決算額 令和6年度決算額 

資 本 的 収 入 3,084,057   3,416,376   

企 業 債 1,698,700   1,722,100   

国 庫 補 助 金 485,776   874,609   

府 補 助 金 0 1,000 

他 会 計 出 資 金 566,583   512,523   

他 会 計 補 助 金 332,998   282,786   

その他資本的収入 0   23,358   

 

＜支   出＞ 

表11－16                                           （単位：千円） 

款・項 令和5年度決算額 令和6年度決算額 

資 本 的 支 出 4,693,569   5,090,155   

建 設 改 良 費 2,296,024   2,721,709   

固定資産購入費 342   0   

企 業 債 償 還 金 2,397,203   2,368,446   

 

(3) 起債の状況 

表11－17                                            （単位：千円） 

借入先 令和 5年度末残高 令和 6年度借入額 令和 6年度償還額 令和 6年度末残高 

財務省財政融資資金 7,189,869  128,500  536,114  6,782,255  

簡 易 生 命 保 険 2,614,641  0  465,222  2,149,419  

地方公共団体金融機構 30,862,691  1,593,600  1,341,710  31,114,581  

そ の 他 資 金 154,000  0  25,400  128,600  

合   計 40,821,201  1,722,100  2,368,446  40,174,855  

 

4. 下水道（汚水）普及状況 

表11－18                                       （令和7年3月31日現在） 

処理区 

計画区域 

内人口 

（人） 

処理区域内 接続状況 
整備率 

（%） 

接続率 

(戸数)      

（%） 

接続率 

(人口)      

（%）   

戸数 

（戸） 

人口 

（人） 

戸数 

（戸） 

人口 

（人） 

東宇治 

処理区 
63,747 27,153 63,486 24,579 61,708 99.6 90.5 97.2 

洛 南 

処理区 
114,040 49,789 112,724 40,665 97,768 98.8 81.7 86.7 

合 計 177,787 76,942 176,210 65,244 159,476 99.1 84.8 90.5 
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東宇治処理区は昭和61年8月1日に、洛南処理区は平成元年11月1日に一部地域の供用を開始し、

年々処理区域の拡大を図っている。また、接続率の向上を図るための供用開始前の広報活動のほか、

未接続世帯に対しては普及促進員による各戸訪問及び必要に応じた職員による直接訪問を行うととも

に、水洗便所改造資金融資斡旋制度、生活扶助世帯に対する補助制度を導入している。なお、水洗便

所改造資金融資斡旋制度については、平成16年4月1日から供用開始後3年を経過しても申請ができる

ようにするとともに、供用開始後3年以内に接続工事をした場合は融資金額返済後に利子分を宇治市

が補給することとし、融資限度額についても平成20年4月1日から60万円（浄化槽の場合は40万円）か

ら80万円（同60万円）に引き上げるとともに返済期間を60か月以内から84か月以内に延長して、より

利用しやすいようにした。 

 

5. 下水道使用料 

(1) 公共下水道使用料表 

表11－19                                               （2か月） 

使用料 

 

用途 

基本使用料 超過使用料（円/㎥） 

汚水量 

（㎥） 

金額

（円） 

21～ 

40㎥ 

41～ 

60㎥ 

61～ 

100㎥ 

101～ 

200㎥ 

201～ 

1,000㎥ 

1,001～ 

2,000㎥ 

2,001

㎥以上 

一般用 0～20 2,684 146 170 195 219 244 268 292 

一 時 

使用用 
0～100  29,280  292 

公 衆 

浴場用 

0～600㎥ 601㎥～ 

42円/㎥ 54円/㎥ 

※上記の使用料表で得た金額に消費税相当額が加算されます（1円未満の端数は切捨て）。 

 

(2) 下水道使用料調定状況 

表11－20                                          （単位：㎥、円） 

区分 

用途別 

令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 

汚水量 調定額 汚水量 調定額 

一 般 用 16,583,362  2,981,271,768  16,629,205  3,006,241,703  

一時使用用 0  0  0  0  

公衆浴場用 70,325  4,091,144  60,794  3,547,944  

計 16,653,687  2,985,362,912  16,689,999  3,009,789,647  
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6. 管渠（汚水）整備状況 

表11－21                                              （単位：m） 

処理区 

 

年度 

東 宇 治 処 理 区 洛 南 処 理 区 

整備延長 累計 当該年度施工場所 整備延長 累計 当該年度施工場所 

R3  72  196,860 開発による寄付 6,927  350,744 
槇島関連面整備 

（三十五その2）他 

R4  248  197,108 開発による寄付 4,476  355,220 
槇島関連面整備 

（大川原その3）他 

R5 701  197,809 
東宇治3号関連面整

備（六地蔵）他 
945  356,165 

槇島関連面整備 

（千足その3）他 

R6 869  198,678 開発による寄付 3,618  359,783 
槇島関連面整備 

（清水その1）他 

※供用管の延長を示している。 

  

下水道の建設に伴って管渠の適正な維持管理は必要不可欠である。このため、完成した管渠の下水

道台帳の調製をはじめ、不明水の浸入防止及び機能保全のための保守点検等を行っている。 

 

7. 汚水処理の状況（東宇治浄化センター） 

 整備率及び接続率の伸びとともに流入水量も増えてきていたが、整備が進んだ近年はほぼ横ばいと

なっている。 

 なお、放流水質は、基準値を下回る良好な状態が維持されている。 

 

  ○ 流入水量及び汚泥量等 

表11－22 

項目 

年度 

流 入 水 量 

（㎥/年） 

放 流 水 量 

（㎥/年） 

脱水ケーキ量 

（t/年） 

使用電力量 

（kWh/年） 

令和3年度 6,950,012  6,880,736  2,629  3,815,360  

令和4年度 6,571,142  6,486,471  2,825  3,664,437  

令和5年度 6,684,372  6,601,015  2,641  3,472,556  

令和6年度 6,509,432  6,437,805  2,899  3,177,378  
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  ○ 水質試験結果 

   流入水 

表11－23 

項目 

年度 

BOD 

（㎎/L） 

SS 

（㎎/L） 

大腸菌群数 

（個/㎤） 

大腸菌数 

(CFU/mL) 

COD 

（㎎/L） 

全窒素 

（㎎/L） 

全りん 

（㎎/L） 

令和3年度  156     143  170,000 ―   84.9  30.8  2.46  

令和4年度 164  146  160,000  ― 89.6  32.3  2.45  

令和5年度 160  142  180,000  ― 84.6  32.2  2.30  

令和6年度   147  122  200,000  70,000 77.8  37.4  2.79  

 

   放流水 

表11－24 

項目 

年度 

BOD 

（㎎/L） 

SS 

（㎎/L） 

大腸菌群数 

（個/㎤） 

大腸菌数 

(CFU/mL) 

COD 

（㎎/L） 

全窒素 

（㎎/L） 

全りん 

（㎎/L） 

令和3年度 4.6  3  0  ― 8.7  10.1  1.43  

令和4年度 4.7  3  0  ― 9.7  10.3  1.13  

令和5年度 1.8  3  0  ― 8.8  8.3  1.55  

令和6年度 2.1  2  0  0  7.4  9.4  1.70  

 

8. 公共下水道（雨水）事業の現況 

公共下水道（雨水）事業は、まず左岸（洛南処理区）について平成19年3月16日付で宇治排水区の

一部約31haについて事業認可を受け、井川排水機場の改築を行った。 

平成20年度以降、局地的豪雨の発生状況は年々激化し、市内各地の広範囲の被害が拡大しているこ

とから、その対策として、平成23年度に左岸（洛南処理区）約1,578haを対象に最適かつ効果的な雨

水排水施設の改修・整備を目的とした、「宇治市公共下水道（洛南処理区）雨水排除計画」を策定

し、平成26年度より、新たに井川排水区：約191ha、巨椋池排水区：約217ha、名木川排水区：約34ha

について事業認可を受けた。 

令和元年度には、槇島排水区：約136ha、巨椋池排水区：約69ha等について事業計画の拡大をし

て、雨水地下貯留施設や排水路の整備に取り組んでいる。 

一方、右岸（東宇治処理区）については、昭和53年3月16日付で事業認可を受け、市街地の一部

（堂の川排水区：約133ha）について事業を着手し、平成10年度には黄檗排水区：約120haについて事

業計画の拡大をして、黄檗排水機場の建設を行った。 

近年の局地的豪雨の発生により、木幡池周辺で浸水被害が発生したことから、その対策として、平

成30年度に堂の川排水区：約71haについて事業計画の拡大をして、雨水地下貯留施設や排水路の整備

に取り組んでいる。 
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9. 都市下水路の現況 

市街地の浸水対策として都市排水路を整備するため、都市下水路事業を実施してきた。西宇治都市

下水路は、神明・開地域等の浸水被害対策として昭和48年度から昭和61年度に計画決定延長約3,390m

を完了し、令和2年度に宇治市公共下水道（洛南処理区）事業計画の変更に伴い、都市下水路の排水

区域が公共下水道の事業計画区域に包含されたため西宇治都市下水路を廃止した。 
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